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株式会社フジタコーポレーション定款 

 



 

第 １ 章  総 則 

 

（商 号） 

第 １ 条  当会社は、株式会社フジタコーポレーションと称し、英文ではＦＵＪＩＴＡ ＣＯＲＰ

ＯＲＡＴＩＯＮ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と表示する。 

（目 的） 

第 ２ 条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１． パン菓子類の製造仕入販売 

２． 各種食料品の製造仕入販売 

３． 飲食店の企画、設計及び経営 

４． 動産のリース業 

５． 不動産の賃貸及び管理業並びに宅地建物取引業 

６． レコード・コンパクトディスク・ビデオテープの販売及びレンタル業並びに書籍の販

売 

７． 貴金属・貴石・半貴石・真珠及びこれを応用した各商品の仕入並びに販売 

８． 酒類・煙草・米穀・調味料・食肉加工品・乳製品類・アイスクリーム・氷菓・加工食

品・清涼飲料水・果汁の製造及び販売 

９． 農産物、農産加工品の生産、製造及び販売 

１０． 自動販売機による酒類・煙草・清涼飲料水・菓子・パンの販売 

１１． 弁当の製造販売、ケータリングサービス及び宅配サービス業 

１２． 宅配サービス及び関連する機器・備品等の受注代行並びにこれに関する仲介業務 

１３． 台所用品・日用雑貨品・玩具・娯楽用品・家庭用電気用品・テープの販売 

１４． 皮革製品・バック・ベルト・時計・カメラ・眼鏡・その他洋品雑貨の販売 

１５． 書籍・コンパクトディスク・テレビゲーム・ビデオテープ等その他中古商品の仕入並

びに販売 

１６． 携帯電話等通信機器の仕入販売 

１７． フランチャイズチェーン店の加盟店募集並びに加盟店への経営及び技術指導 

１８． 飲食店の店舗内の厨房機器、調理器具、什器備品、建具・家具等の内装設備の賃貸及

び販売並びに飲食店の営業権の売買 

１９． スポーツ施設、カルチャー教室、遊技場の企画、設計、経営及び運営指導 

２０． リラクゼーションサロン（アロマテラピー、リフレクソロジー、エステティック等の

サロン）の経営とその加盟店の募集及び指導 

２１． 医療機器の賃貸及び販売並びに仲介 

２２． 健康器具の販売 

２３． 化粧品及び医薬品・衛生用品の販売 

２４． 理髪店の企画、設計及び経営並びに理髪用器具、薬剤の販売 

２５． プレイガイドの経営 

２６． 切手、印紙類、宝くじ等の売りさばき 

２７． 宅配便、クリーニングの委託取次業 

２８． 損害保険代理店業 

２９． 旅館、ホテル、その他宿泊施設、浴場の経営 

３０． 介護に関する業務 

３１． 整骨院の経営 

３２． 鍼灸治療院の経営 

３３． コンタクトセンターの企画、設計、構築、運用及びコンサルティング 



３４． 貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業 

３５． 第１号、第２号、第６号乃至第９号、第１３号乃至第１６号及び第２１号乃至第２４

号に掲げる取扱商品の通信販売 

３６． 前各号に附帯する一切の業務 

（本店の所在地） 

第 ３ 条  当会社は、本店を北海道苫小牧市に置く。 

（機 関） 

第 ４ 条  当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

１． 取締役会 

２． 監査役 

３． 監査役会 

４． 会計監査人 

（公告方法） 

第 ５ 条  当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故そ

の他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

第 ２ 章  株 式 

 

（発行可能株式総数等） 

第 ６ 条  当会社の発行可能株式総数は、9,706,000 株とし、発行可能種類株式総数は、普通株式

が 9,606,000株、Ａ種優先株式が 100,000株とする。 

（単元株式数） 

第 ７ 条  当会社の単元株式数は、普通株式につき 100株とし、Ａ種優先株式につき１株とする。 

（単元未満株についての権利） 

第 ８ 条  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない。 

１． 会社法第 189条第２項各号に掲げる権利 

２． 会社法第 166条第１項の規定による請求をする権利 

３． 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける

権利 

（自己株式の取得） 

第 ９ 条  当会社は、会社法第 165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等に

より、自己の株式を取得することができる。 

（株式取扱規則） 

第 １ ０ 条  当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取

締役会において定める株式取扱規則による。 

（株主名簿管理人） 

第 １ １ 条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 

③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株

予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わ

ない。 

 

第２章の２  Ａ種優先株式 

 

（Ａ種優先株式） 



第１１条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容は次のとおりとする。 

１． 剰余金の配当 

（１）優先期末配当金 

当会社は、剰余金の期末配当を行うときは、毎年３月 31 日の最終の株主名簿に記載

又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ

種優先株式の登録株式質権者（Ａ種優先株主と併せて以下「Ａ種優先株主等」という。）

に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（普通株主と併せて以下「普通株

主等」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払

込金額相当額（但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、

第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当会社取締役会決議でそ

の必要に応じて適切に調整することができる。）に、以下に定める配当年率（以下「優

先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（以下「優先期末配当金」という。）

の配当を行う。なお、優先期末配当金に、各Ａ種優先株主等の保有に係る優先株式の

数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、既

に同じ事業年度中に定められた基準日によりＡ種優先株主等に対して剰余金の配当

を行ったときは、その額を控除した額とする。 

（２）優先配当年率 

優先配当年率は、２％とする。 

（３）累積条項 

ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して支払う金銭による剰余金の配当額が

優先期末配当金の額に達しないときは、当該不足額を翌事業年度以降に累積し、累積

した不足額については、当該事業年度以降に係る普通株主等に先立ち、Ａ種優先株主

等に対して配当を行う。 

（４）非参加条項 

当会社は、Ａ種優先株主等に対し、優先期末配当金の額を超えて配当財産を交付しな

い。 

２． 議決権 

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において一切の議決

権を有しない。 

３． 金銭を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、平成 31 年４月１日以降、毎年、６月、９月、12 月又は３月の最後

の営業日を取得請求日として、当会社に対し、金１千万円単位の取得対価たる金銭の

額を目安として、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求する

ことができるものとし（かかる取得の請求を以下「金銭対価取得請求」という。）、当

会社は、当該金銭対価取得請求に係るＡ種優先株式を取得するのと引換えに、当該金

銭対価取得請求に係るＡ種優先株式の数にＡ種優先株式１株当たりの払込金額相当

額（但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当

増資又はこれらに類する事由があった場合には、当会社取締役会決議でその必要に応

じて適切に調整することができる。）を乗じて得られる額の金銭を交付する。但し、

当該取得請求日において、会社法第 461条第２項で規定される分配可能額を超えて取

得の請求が行われた場合、当会社が取得すべきＡ種優先株式は当会社取締役会の決議

で定めることとし、これにより取得されなかったＡ種優先株式については、当該取得

の請求がなされなかったものとみなす。 

４． 金銭を対価とする取得条項 

当会社は、Ａ種優先株式の発行後、当会社取締役会の決議で別に定める日が到来した



ときは、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当会社は、

Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株

当たりの払込金額相当額（但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株

式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当会社取締役

会決議でその必要に応じて適切に調整することができる。）の金銭を支払う。但し、

一部取得を行うにあたり、取得するＡ種優先株式は、比例按分の方法により、当会社

の取締役会が決定する。 

５． 譲渡制限 

Ａ種優先株式を譲渡により取得するには、当会社取締役会の承認を要する。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等） 

第１１条の３ 当会社は、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。 

② 当会社は、Ａ種優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約

権の割当てを受ける権利を与えない。 

③ 当会社は、Ａ種優先株主に対しては、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行

わない。 

 

第 ３ 章  株主総会 

 

（招 集） 

第 １ ２ 条  当会社の定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時株主総会は必要に応じ随時これを招

集する。 

（定時株主総会の基準日） 

第 １ ３ 条  当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月 31日とする。 

② 定時株主総会と同日に開催される種類株主総会については、前項の規定を準用する。 

（招集権者及び議長） 

第 １ ４ 条  当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議により取締

役社長が招集し、その議長となる。 

② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこ

れに代わる。 

（電子提供措置等） 

第 １ ５ 条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子

提供措置をとる。 

② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部につい

て、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載するこ

とを要しないものとする。 

（決議の方法） 

第 １ ６ 条  株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を

行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

② 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

（議決権の代理行使） 

第 １ ７ 条  当会社の株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人と

して株主総会においてその議決権を行使することができる。 

② 前項の代理人は、総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 

（種類株主総会） 

第１７条の２ 第１４条、第１５条及び第１７条の規定は、種類株主総会についてこれを準用する。 



② 第１６条第１項の規定は、会社法第 324条第１項の規定に基づく種類株主総会の決議に

ついてこれを準用する。 

③ 第１６条第２項の規定は、会社法第 324条第２項の規定に基づく種類株主総会の決議に

ついてこれを準用する。 

④ 当会社が、会社法第 322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定め

がある場合を除き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 

⑤ Ａ種優先株式については、会社法第 199条第４項及び第 238条第４項の規定に基づく種

類株主総会の決議を要しない。 

 

第 ４ 章  取締役及び取締役会 

 

（員 数） 

第 １ ８ 条  当会社の取締役は、12名以内とする。 

（選 任） 

第 １ ９ 条  当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３ 

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 

② 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 

（任 期） 

第 ２ ０ 条  当会社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す 

る定時株主総会終結の時までとする。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 ２ １ 条  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。 

② 当会社は、取締役会の決議により取締役社長１名のほか、必要に応じて取締役会長、取

締役副社長、専務取締役、及び常務取締役各若干名を選定することができる。 

（招集権者及び議長） 

第 ２ ２ 条  当会社の取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集し、その 

議長となる。 

② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこ

れに代わる。 

（招集通知） 

第 ２ ３ 条  当会社の取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の３日前までに発す 

るものとする。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。 

② 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催

することができる。 

（決議方法） 

第 ２ ４ 条  当会社の取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもってこ 

れを行う。 

（取締役会の決議の省略） 

第 ２ ５ 条  取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わるこ 

とのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議

を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 

（取締役会規程） 

第 ２ ６ 条  当会社の取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会にお 

いて定める取締役会規程による。 

（報酬等） 

第 ２ ７ 条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以 



下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 

（取締役の責任免除） 

第 ２ ８ 条  当会社は、会社法第 426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 

条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て免除することができる。 

② 当会社は、会社法第 427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるもの

を除く。）との間に、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額と

する。 

 

第 ５ 章  監査役及び監査役会 

 

（員 数） 

第 ２ ９ 条  当会社の監査役は、４名以内とする。 

（選 任） 

第 ３ ０ 条  当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３ 

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 

（任 期） 

第 ３ １ 条  監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 

主総会終結の時までとする。 

② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役

の任期の満了すべき時までとする。 

（常勤監査役） 

第 ３ ２ 条  監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 

（招集通知） 

第 ３ ３ 条  当会社の監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の３日前までに発するものとする。 

但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。 

（決議方法） 

第 ３ ４ 条  当会社の監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をも 

って行う。 

（監査役会規程） 

第 ３ ５ 条  当会社の監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会にお 

いて定める監査役会規程による。 

（報酬等） 

第 ３ ６ 条  監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

（監査役の責任免除） 

第 ３ ７ 条  当会社は、会社法第 426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 

条第１項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て免除することができる。 

② 当会社は、会社法第 427条第１項の規定により、監査役との間に、同法第 423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第 ６ 章  会計監査人 

 

（選 任） 



第 ３ ８ 条  会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

（任 期） 

第 ３ ９ 条  会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 

時株主総会の終結の時までとする。 

② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該

定時株主総会において再任されたものとする。 

（報酬等） 

第 ４ ０ 条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 

 

第 ７ 章  計 算 

 

（事業年度） 

第 ４ １ 条  当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 

（剰余金の配当の基準日） 

第 ４ ２ 条  当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年３月３１日とする。 

（中間配当） 

第 ４ ３ 条  当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日を基準日として、中間配当をするこ 

とができる。 

（除斥期間） 

第 ４ ４ 条  当会社の配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお 

受領されない時は、当会社はその支払いの義務を免れる。 

 

 

昭和５３年 ３月３０日 設 立 

平成１２年 ５月２３日  改 訂 

平成１４年 ６月２５日  改 訂 

平成１４年１１月 ９日  改 訂 

平成１５年 ６月２３日  改 訂 

平成１６年 ９月１３日  改 訂 

平成１６年１１月１９日  改 訂 

平成１７年 １月 １日  改 訂 

平成１７年 ６月３０日 改 訂 

平成１８年 ６月２８日 改 訂 

平成１９年 ６月２８日 改 訂 

平成２１年 １月 ５日 改 訂 

    （みなし定款変更） 

平成２１年 ６月２６日 改 訂 

平成２２年 ６月２９日 改 訂 

平成２４年 ６月２８日 改 訂 

平成２５年 ６月２７日 改 訂 

平成２５年１０月 １日 改 訂 

平成２６年 ６月２７日 改 訂 

平成２８年 ６月２９日 改 訂 

平成２９年 ３月 ８日 改 訂 

令和 ２年 ６月２４日 改 訂 

令和 ３年 ６月２８日 改 訂 



令和 ４年 ６月２９日 改 訂 


